
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生活について  

今年もあと残すところわずかとなりました。これまでの生活・学習状況をしっかり振 

り返り、計画的に過ごしましょう。３年生はセンター試験や各種の受験さらに、 

卒業に向けて、最後の頑張りどころです。１・２年生は 3 ヶ月後の進級に向けて、 

後期第１回の試験の反省を踏まえて、苦手な科目や技術を克服してください。 

また、身体をゆっくり休め、日頃の疲れを癒すことも大切です。メリハリのある生 

活を送りましょう。これまでの生活、学習状況をしっかりと振り返り、改善すべきことを明確にし、毎日の努力を積

み重ねていくことが大切です。 

また、年末年始は多くの人が集まる機会が多くなります。解放的な気持ちになり、その場でつられて安

易な気持ちで問題行動を起こさないようにしましょう。飲酒・喫煙は絶対にしないで下さい。保護者の

皆様には、友人関係、特に無断外泊、夜遊びなどについて、常に細心の注意を払っていただきたいと思

います。また、校外での様々な場面において、吉高生としての自覚を持って行動してください。マナー

を守ることは当たり前、吉高生ならば周りの人達が気持ちよく過ごせるような働きかけができるように、

志を高く持って行動しましょう。 

公職選挙法が改正されて、いわゆる“18歳選挙権”が実施されて半年が過ぎました。3年生は学校生

活との両立で大変ですが、良識ある公民として選挙権を行使することはとても大切です。ここまでの選

挙運動や投票に関して、山梨県内の高校では様々な相談があったようです。なにかありましたら学校ま

でお問い合わせ下さい。 

２ 交通安全について     

 本校では、４月より自転車による事故（自損・対車・対人等）が１２月２２ 

日現在４件、発生しています。その事故の原因は、“周囲の確認不足”“急い 

で時間がない”等でした。学校でも集会あるいは HRにて注意をしていますが、 

ご家庭でも“時間に余裕を持っての行動”“安全運転”のご指導をお願いいた 

します。年末年始は交通事故が多発する時期でもあります。十分に注意して下 

さい。自転車は便利な道具ですが、スピードが出るため自動車や歩行者と接触すると大きな事故につな

がります。また、〝歩きスマホ、イヤホンをしながらの自転車運転〝をよく見かけます。周りの音が聞こ

えなくなるために、周囲の状況把握が困難になり大きな事故につながる可能性があります。自分や友人、

家族のために交通ルールを遵守し、事故の防止に努めましょう。また、今年は、駐輪場の使用状況につ

いての苦情がありました。正しい場所へ施錠をして駐輪して下さい。 
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３ 落とし物・忘れ物多し ・ 
 ４月以降、校内での落とし物・忘れ物が多く生徒指導部に届けられています。水筒、弁当箱、参考書、体育

着、筆記用具等、中には時計、電子手帳などの高価なものがあります。また、今年は紛失届けが例年よりも多く

生徒指導部に届けられています。“もの”を大切にする、きちんと管理する、気持ちが薄れていることを感

じます。ご家庭でも、このことを会話のきっかけにして、いろいろなことを考えていただければと思います。 

４ 携帯・スマホについて 

 携帯電話の所持率が年々増加する中、スマホ（スマートフォン）使用の割合が急増しています。

大変便利なコミュニケーションツールですが、使い方次第では人を傷つけ、犯罪被害を誘引する

道具となり、いじめ等さまざまなトラブルを引き起こしていることも事実です。子供達を違法・有害

情報から守るためにも「フィルタリング」、「ウイルス対策」、「家庭でのルールづくり」

をしっかり行って下さい。学校では、1年生は 11月にスマホ・ケータイ教室を実施しました。2年生

は講座を 3月に実施する予定です。ご家庭での会話のきっかけにしていただければと思います。 

また、携帯電話・スマートフォンは広く普及していますが所持率は 100%ではなく、誰もが所持し

ているわけではありません。これからの季節は降雪による緊急連絡等が回る可能性がありますが、

連絡網は LINEやメールだけではなく、必ず電話でも回すようにしてください。 

——— 話してください、あなたの気持ち ———   

山梨県の主な相談窓口 

●いじめ・不登校ホットライン(山梨県総合教育センター) ０５５－２６３－３７１１ 24 時間対応 

●24 時間子供ＳＯＳダイヤル              ０１２０－０－７８３１０  24時間対応 

●チャイルドライン                        ０１２０－９９－７７７７  月～土 16:00－21：００ 

●山梨いのちの電話                         ０５５－２２１－４３４３ 火～土 16:00－22:00 

●ヤングテレフォン                           ０５５－２３５－４４４４ 月～金 8:30－1７：００ 

●中央児童相談所                           ０５５－２５４－８６１７ 月～金 8:30－1７：００ 

●都留児童相談所                           ０５５４－４５－７８３８ 月～金 8:30－1７：００ 

  

◇緊急連絡先◇ 

休業中に不慮の事故や事件などがあった場合は、直ちに担任または学校にご連絡下さい。 

 

 

 

◇吉田高校緊急連絡のページについて◇ 

右記のＱＲコードを読み取って携帯電話に登録してください。 

（この携帯サイトには、天候に左右される学校行事や、台風接近時・大雪の際に緊急連絡事項が掲載されます。） 

携帯電話用アドレス  http://www.yoshidah.kai.ed.jp/k/ 

山梨県立吉田高等学校   ℡ 0555 (22) 2540  

担任（      ） ℡                  

http://www.yoshidah.kai.ed.jp/k/

